
美郷町感震ブレーカー設置費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が

復旧した際に発生する通電火災の防止を図るため、感震ブレーカーを

購入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、火災の抑制を図

ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 感震ブレーカーとは、地震発生時に電気を遮断することで電

気に起因する出火を防止するための器具をいう。 

（２） 感震ブレーカー（分電盤タイプ）とは、一般社団法人日本配

線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格に適合する構造及

び機能を有するものをいう。 

（３） 感震ブレーカー（簡易タイプ）とは、一般財団法人日本消防

設備安全センターによる推奨を受けたものであってコンセント式及

びおもり玉・バネ・電池式のものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 町内に住民登録をしている個人であること。 

（２） 当該申請者及び居住世帯員が本町の町税及び使用料等を滞納

していないこと。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付対象となる補助対象経費、補助金額は、別表に掲

げるとおりとする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じたとき

はこれを切り捨てた額とする。 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、美郷町感震ブレーカー設



置費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に領収書及び取扱

説明書等の写しを添えて町長に申請するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、これを審査し、

補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請をした者に美郷町

感震ブレーカー設置費補助金交付決定通知書（様式第２号）を交付す

るものとする。 

（交付条件） 

第７条 補助金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 事業変更により、補助対象経費が増額されても追加補助は行

わないことする。 

（２） 交付決定者は、当該補助金を受けて取得した設備等の管理に

おいて、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目

的に従いその適正な使用に努めるものとする。 

（３） 美郷町補助金等の適正化に関する規則（平成16年11月１日規

則第43号）及びこの要綱を遵守すること。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の決定を受けた者は、美郷町感震ブレーカー設置費補助金

交付請求書（様式第３号）を町長に提出し、補助金の交付を請求する

ものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 町長は、前条に規定する請求書が提出された場合は、速やかに

補助金を交付する。 

（実施期間） 

第10条 この告示による事業の実施期間は、令和８年４月１日から令和

10年３月31日までとする。 

（補則） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 



この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

交付対象 対象経費等 補助金額 

感震ブレーカー（本町

の住民基本台帳に登

録のある者自らが居

住する住宅等に設置

するものに限る。ただ

し、アパート・戸建て

の賃貸住宅等の集合

住宅を除く。） 

・感震ブレーカーの購

入費、設置費用、附属

品の購入費 

・1世帯につき1回まで

（複数世帯が同居す

る場合、同一建物の重

複不可） 

・感震ブレーカー（分

電盤タイプ） 補助対

象経費の1／2以内、上

限額は30,000円 

・感震ブレーカー（簡

易タイプ） 補助対象

経費の1/2以内、上限

額3,000円 


